
今般の毎月勤労統計の不適切な取扱いに伴う 

国家公務員災害補償の追加給付について 
 

 

１．概要 

  今般の毎月勤労統計の不適切な取扱いを受けて、同統計の数値が再集計されたこ

とに伴い、労災給付について、追加給付（差額と一定の加算額）の支給が行われる

ことになりました。国家公務員災害補償制度においても、同様の支給を行います。 

 

 

２．追加給付の対象となる可能性のある方 

  年金や休業補償の算定に際しては、原則として、個々の被災職員の被災時の給与

を基に算定した平均給与額に基づき給付することとなっています。この平均給与額

は、補償の実効性を確保するため、極端に額が低い場合を是正すべく、最低保障額

が定められており、この額は労災の最低保障額を考慮して決められています。また、

年齢階層別最低・最高限度額のうち、６５歳以上の最低限度額についても、最低保

障額と同額に設定されています。 

  今回、追加給付の対象となるのは、平成１８年度から平成３０年度において、上

記の最低保障額又は最低限度額（６５歳以上に限る。）を基に給付が行われていた

方などです。 

 

※ 日額や時間給が一定額以下の非常勤職員などが例として考えられます。 

 

 

３．今後の対応 

  追加給付が必要な方に対しては、基本的にはご所属の（又はご所属だった）府省

等の災害補償担当者からご連絡いたします。 

  ただし、連絡先や氏名等の変更、行政文書の保存期間が過ぎている等の理由によ

り対象者の確認ができない場合もございます。 

  追加給付の対象となるのではないかと思われる方は、ご所属の（又はご所属だっ

た）官署の災害補償担当者に、平成１８年度から平成３０年度までの間に年金や休

業補償等を受給した旨が証明できるものを添えて、お申し出ください。 
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